
（様式１） 別紙１

業務災害

通勤災害

保険給付の支払年月日

自 　　.　　.

至 　　.　　. （  日分）

　　.　　　　.　

　　.　　　　.　

　　.　　　　.　

続柄

続柄

続柄

円

該当

非該当

上記の通り通知します。

　　　　　年　　　月　　　日　

　※　
　

労働基準監督署長　印

災害種別

合計額

保
険
給
付
の
概
要

労働者

住所

休 業 （ 補 償 ） 給 付

傷 病 （ 補 償 ） 年 金

障 害 （ 補 償 ） 年 金

　平均賃金額

　第三者行為災害

備
考

受給者氏名

受給者氏名

受給者氏名

労働者災害補償保険法第３１条第１項第１号の規定に係る保険給付通知書

遺族（補償 ）一 時金

遺 族 （ 補 償 ） 年 金

葬 祭 料 ( 葬 祭 給 付 ） 　　.　　　　.　

　　.　　　　.　

　　.　　　　.　

　　.　　　　.　

事故発生年月日 　　年　　月　　日

障害（補償 ）一 時金

保険給付の内容

第　　　級

第　　　級

第　　　級

事業場

事業の名称

事業場の所在地

(〒　　－　　　）

保険給付の支給決定年月日

　　.　　　　.　

　　.　　　　.　

　　.　　　　.　

氏名

　　.　　　　.　

　　.　　　　.　

　　.　　　　.　

保険給付支給額

事業主の氏名

　　　　　　　　労働局長　殿　

(　　　－　　　－　　　)

　　.　　　　.　

区分
項目

電話番号

事業主が、①その雇用する労働者について労働者に該当しないと誤認したために保険関係成立届を提出していなかったこ
と、②本来独立した事業として取り扱うべき出張所等について独立した事業には該当しないと誤認したために、当該事業の
保険関係について直近上位の事業場等他の事業に包括して手続をとっていることが考えられる場合には、備考欄にその旨
を特記すること。



（様式２） 別紙２

　事業の名称

　事業の所在地

　事業開始年月日 年 月 日

　指導時における事業の種類及び使用労働者数

指 導 を 行 っ た 日 年 月 日

指 導 の 方 法 　１．事業場訪問　　　２．呼出し　　　３．その他

指導を行った相手 方の
職 ・ 氏 名 ・ 連 絡 先

指 導 の 内 容

備 考

労働保険番号（　　　　　　　　）

事 業 の 概 要

保険手続に関する指導の実施状況

〔　　　　　　労働基準監督署〕

　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　人）



（様式３） 別紙３

　　　年　　月　　日付けをもって照会のあった標記の件について、下記の通り回答致します。

　　　　

　事業の名称

　事業の所在地

　事業開始年月日 年 月 日

　指導時における事業の種類及び使用労働者数

　１．実施した　指導を行った担当者の職指名

　２．実施していない

指 導 を 行 っ た 日 年 月 日

指 導 の 方 法 　１．事業場訪問　　　２．呼出し　　　３．その他

指導を行った 相手 方の
職 ・ 氏 名 ・ 連 絡 先

指 導 の 内 容

備 考

指 導 の 実 施 状 況

労働保険番号（　　　　　　　　）

事 業 の 概 要

　　　　　　　　　労働局長　殿

　　　　　　　　　安定所長

記

保険手続に関する指導の実施状況について（回答）

　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　人）



（様式４） 別紙４

労働保険事務組合連合会会長殿

労働保険加入勧奨業務の実施状況について（照会）

　下記の事業に対する労働保険加入勧奨業務の実施状況について、照会致します。

　なお、当該事業主に対して加入勧奨を実施している場合には、回答文書に加入

勧奨状況報告書の写しを添付願います。

　　年　　月　　日

記

労働局長

事 業 の 名 称

事 業 主 の 氏 名
又 は 名 称

事 業 主 の 住 所
又 は 所 在 地

事 業 場 の 所 在 地



（様式５） 別紙５

　貴殿は、労働者災害補償保険法第３１条第１項第１号の規定に該当すると認められるので、下記
のとおり、保険給付に要した費用を徴収することに決定したので通知します。なお、徴収金の納付
については、別途送付する納入告知書により納付して下さい。

　この決定（以下「本件処分」といいます。）に不服がある場合には、本件処分があったことを知
った日の翌日から起算して３か月以内に厚生労働大臣に対して審査請求をすることができます。た
だし、本件処分があった日から１年を経過した場合は、審査請求をすることができません。

 　本件処分に対する取消訴訟は、国を被告として（訴訟において国を代表する者は法務大臣となり
ます。）、本件処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができ
ます。ただし、本件処分があった日から１年を経過した場合は、提起することができません。
　なお、厚生労働大臣に対して審査請求をした場合には、本件処分に対する取消訴訟は、審査請求
に対する裁決を経る前又はその審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６か月
以内に提起することができます。ただし、裁決があった日から１年を経過した場合は、提起するこ
とができません。

１　徴収金の額

２　徴収金の算定基礎及び徴収の理由

事故発生
年 月 日

被災労働
者の氏名

保 険 給 付 を 受
け た 者 の 氏 名

保険給付
の 種 類

支 給
年 月 日

保険給付
の 額

徴収金の
価 額

徴 収 の 理 由

労　働　者　災　害　補　償　保　険

法第３１条の規定に基づく費用徴収の決定通知書

円

　年　　月　　日

殿

労働局長　印　

記



（参考）
費用徴収の手続の流れ

様式1（労働者災害補償保険法第31条第1項
第1号の規定に関する保険給付通知書）及び
様式2（保険手続に関する指導の実施状況）
を作成し、労働局長に送付

・未手続事業に係る災害に関して保険給付

労働基準監督署

様式１及び様式２を送付 様式１のみを送付

・局適用主務課室、所轄公共職業安定所長に対し、当該事
業主に対する保険手続に関する指導の状況を確認

・都道府県労保連会長に対し、様式４により当該未手続事
業主に対する加入勧奨の状況を照会

適用主務課室からの
確認結果、所轄所長
からの回答（様式
３）、都道府県労保
連会長からの回答か
ら、当該事業主に対
する保険手続に関す
る指導の事実を確認
した場合

下記の方法より当該事業の保険関係成立日か
ら事故発生の日までの期間を確認
①被災労働者等関係者からの聴取調査
②労働者名簿、賃金台帳等の確認
③労働基準行政情報システムの検索
④法人登記簿謄本、商業登記簿謄本の閲覧
⑤事業主団体への照会

事業主の「故意」
を認定

・様式5（法第31条の規
定に基づく費用徴収
の決定通知書）の作
成及び事業主への送
付

・納入告知書の作成及
び事業主への送付

・様式5（法第31条の規定
に基づく費用徴収の決
定通知書）の作成及び
事業主への送付

・納入告知書の作成及び
事業主への送付

費用徴収を実施
せず

・様式５（法31条の規定
に基づく費用徴収の決
定通知書）の作成及び
事業主への送付

・納入告知書の作成及
び事業主への送付

保険関係成立日か
ら1年を経過してな
お保険関係成立届
の提出を行ってい
ないことが確認さ
れた場合

保険関係成立日か
ら、未だ1年を経
過していないこと
が確認された場合

費用徴収に係る徴収金の価
額を決定
〔原則として保険給付額に
100/100を乗じて得た価
額〕

労働局

様式1（労働者災害補償保険法第31条第1項
第1号の規定に係る保険給付通知書）のみを
作成し労働局長に送付

〔事業主に対し保険手続に関する
指導が行われていない場合〕

費用徴収に係る徴収金の
価額を決定
〔原則として保険給付額
に100/100を乗じて得た
価額〕

適用主務課室からの確認結果、様式３の内容、
都道府県労保連会長からの回答から、当該事
業主に対する保険手続に関する指導の事実を
確認できない場合

費用徴収に係る徴収金の価
額を決定
〔保険給付額に40/100を乗
じて得た価額〕

様式2の内容を踏まえ事業
主の「故意」を認定

原則として事業主
の「重大な過失」
を認定

〔事業主に対し保険手続に関する
指導を行っている場合〕


